
保育教諭・保育士さんのために

「保育ＣＨＥＥＲ！」会員制度のご案内

「保育ＣＨＥＥＲ！」とは？

認定こども園連盟加入施設の保育教諭・保育士を対象とした、「働き方応援」（専用
ＨＰの活用）や「万が一のときの補償」が受けられる仕組みです。

特 長

１．会員専用ＨＰの活用

・園を通して会員となっていただいた職員さまには、専用ＨＰを

ご活用いただけます。

・会員専用の会報も年４回程度発行いたします。

４．会費

・会費は１人３,０００円（１年間）です。

※3,000円は会費であり、保険料ではありません。

３．トラブルに関するアドバイスも受けられる

・仕事上でもプライベートでも困りごとが相談できる窓口を作る

予定です。

・保育業務によって、損害賠償を保育職員個人が請求された

場合に対応できる賠償責任保険が自動的にセットされますの

で安心です。（詳細裏面）

２．全国で保育の仕事をしている仲間とつながれる

・専用ＨＰには、保育に役立つアイデアやプライベートの旅行に

も活用できるような地域情報も載せる予定です。

・保育のことを１人で悩まないで、全国で保育の仕事をしている

人たちに相談することも可能にする予定です。



保育職員・保育士の賠償責任保険

職員個人が損害賠償責任を負った場合に補償する保険です

園児にケガを
させてしまった

園児の洋服を
破いてしまった

施設所有（管理）者賠償責任保険：保育士など、保育施設に勤務する職員が行う
業務全般において、他人の身体への障害または財物の損壊、人格権侵害等により、職
員個人が負う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
※施設所有（管理）者賠償責任保険には、被保険者に代わって事故の相手（被害者）と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。

保険金額
メリット
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保険金額

【補償について】

・人格権侵害補償特約：次のいずれかに該当する不当な行為により職員個人が損害賠償責任を被る場合に対応

① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損

② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害

・訴訟対応費用補償特約：引受保険会社の同意を得て支出した訴訟、調停時の意見書・鑑定書作成費用、事故等再現実験費用など
・初期対応費用補償特約：引受保険会社の同意を得て支出した事故現場の清掃費用、原因調査費用、記録費用など
・被害者治療費等補償特約：被害者が身体に障害を負い、万が一被保険者に過失がなくても、引受保険会社の同意を得て被害者またはその遺族に対して支払った
費用

一般社団法人　認定こども園連盟
住所：東京都中央区八丁堀2丁目21番12号京橋白木屋ビル7階
TEL：050-7103-7769

【引受保険会社】

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社広域法人開発部 営業開発課
〒103-8250東京都中央区日本橋3-5-19 　
TEL︓050-3460-1284　　FAX︓03-5202-6669

【取扱代理店】

株式会社レクロ

〒103-0013東京都中央区日本橋人形町1丁目4-4　ガラステージ日本橋人形町604
TEL︓03-6222-9620　　FAX︓050-6868-2034

このチラシは概要を説明したものです。補償内容の詳細は「施設所有（管理）者賠償責任保険」パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、
詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店ま
たは引受保険会社にお問合わせください。

【事故の場合】事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または下記へご連絡ください。

TEL:0120－985－024（無料）あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター ※受付時間24時間365日※おかけ間違いにご注意ください。
※IP電話からは0276－90－8852（有料）におかけください。

(2026年6月承認) B26-100592

補償内容 保険金額（支払限度額）（賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および特約）

基本契約 対人対物共通　1名・1事故につき　1億円　免責金額0円

1名につき100万円

1事故につき1,000万円　免責金額0円

訴訟対応費用補償特約 1事故・保険期間中1,000万円　免責金額0円

初期対応費用補償特約 1事故・保険期間中1,000万円　免責金額0円

1名につき50万円

そのうち見舞金・見舞品購入費用は10万円限度（うち見舞品の購入費用は3万円限度）
1事故・保険期間中1,000万円　免責金額0円

限度）

人格権侵害補償特約

被害者治療費等補償特約

保険期間：2026年9月1日午後4時から1年間

※セットされている主な特約：賠償責任保険追加特約、費用内枠払い特約、人格権侵害補償特約、訴訟対応費用補償特約、初期対応費用補償特約、被害者治療費 
  等補償特約

tel:0120－985－024（無料）あいおいニッセイ同和損保



